
0607 2024.5

　

市
で
は
、４
月
１
日
付
け
で
行

政
組
織
を
改
編
し
ま
し
た
。

▼
市
民
の
市
政
へ
の
参
画
を
促
し

意
見
な
ど
を
施
策
や
事
業
に
反
映

す
る
た
め
、ま
ち
づ
く
り
推
進
課

の
広
報
係
が
市
長
公
室
に
移
り
、

「
広
報
広
聴
係
」に
改
め
、広
報
活

動
と
広
聴
機
能
を
強
化
し
ま
す
。

総
合
計
画
な
ど
に
基
づ
く
大
規

模
事
業
の
推
進
に
向
け
て
効
率
的

な
行
財
政
運
営
を
図
る
た
め
、財

政
経
営
課
が
総
務
部
か
ら
ま
ち
づ

く
り
推
進
部
に
移
り
ま
し
た
。

▼
観
光
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
課
を
廃
止
し
、移
住
定
住
や
シ

テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
業

務
を
担
う
ふ
る
さ
と
定
住
係
が
ま

ち
づ
く
り
推
進
課
に
、観
光
業
務

が
産
業
経
済
部
に
移
り
ま
し
た
。

▼
地
域
間
交
流
や
結
婚
推
進
の
業

務
が
市
民
協
働
課
地
域
づ
く
り

推
進
係
に
移
り
、名
称
を「
地
域
交

通・交
流
係
」に
改
め
ま
し
た
。

▼
業
務
連
携
と
災
害
廃
棄
物
の
迅

速
で
円
滑
な
処
理
を
進
め
る
た

め
、環
境
課
の
廃
棄
物
対
策
係
を

廃
止
し
、環
境
事
業
所
に「
廃
棄
物

対
策
課
」を
設
置
し
ま
し
た
。

▼
特
例
臨
時
接
種
の
終
了
に
伴

い
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
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ン
接
種
対
策
室
を
廃
止
し
、健
康
推

進
課
に
業
務
を
集
約
し
ま
し
た
。

▼
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で
の

相
談
を
一
体
的
に
支
援
す
る
た

め
、子
育
て
支
援
課
内
に「
こ
ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー
」を
設
置
し
、子
ど

も
家
庭
支
援
係
を「
家
庭
児
童
支

援
係
」に
改
め
、「
母
子
保
健
係
」を

設
置
し
ま
し
た
。

▼
観
光
と
物
産
の
推
進
体
制
を
強

化
す
る
た
め
、ま
ち
づ
く
り
推
進

部
の
観
光
業
務
が
産
業
経
済
部
に

移
り
、「
観
光
物
産
戦
略
課
」を
設

置
。課
内
に「
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
係
」

と「
観
光
戦
略
係
」を
設
置
し
ま
し

た
。

▼
住
宅
都
市
整
備
課
を
再
編
。建

築
係
を「
建
築
営
繕
課
」に
格
上
げ

し
、市
の
建
築
工
事
や
修
繕
に
特

化
し
た
業
務
に
取
り
組
み
ま
す
。

▼
文
化
財
保
護
と
文
化・
芸
術
活

動
の
充
実
の
た
め
、文
化
財
文
化
振

興
室
を「
文
化
財
文
化
振
興
課
」へ

格
上
げ
し
、事
務
室
を
歴
史
博
物

館
か
ら
中
田
庁
舎
に
移
転
し
ま
し

た
。

▼
総
務
部
人
事
課

（
人
事
研
修
係
）
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　介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支えることを目的に創設された制度です。
　65歳以上の介護保険料は、これまでの介護給付実績や要介護認定者数などを踏まえ、３年間で必要な介護サービス
費用の総額見込みに基づいて１人当たりの額を算出し、３年ごとに見直しています。また、今回の保険料から、負担能力
に応じた保険料負担の段階設定を見直し、令和６年度から保険料の標準段階を９段階から13段階にしました。新しい
段階設定で算定した令和６年度の保険料は、７月中旬に通知します。

▶ ▶
▶

福祉事務所長寿介護課（介護給付係）
☎ 0220（58）5551

　市は、市民が安心して市民活動に参加できるよう、市民
活動総合補償制度を設けています。これは、市民活動団体
や自治会など、市が関与しない市民活動をしている人が、
無報酬で行う公益的な活動中にけがをしたり、誤って第
三者を負傷させたりした場合などの不慮の事故を救済す
る制度です。市が保険料を負担し、保険会社と契約します
ので、皆さんが加入の手続きをする必要はありません。

市内を拠点として継続的、自発的に社会貢
献活動に従事し、公益的なサービスを提供している個人
や団体

社会教育活動、社会福祉・社会奉仕活動、
地域社会活動など

宗教・政治・営利を目的とした活動、学校
行事、銃器を使用する有害鳥獣駆除活動、趣味のスポーツ
や文化活動、災害救助など緊急時の活動など

事故発生から30日以内に、最寄りの総合支所
市民課または市民協働課へ、事故報告書に活動の概要が
分かる通知文、お知らせ、参加者名簿などの資料を添えて
申請してください

■ （第三者の身体・財物などに損害を与え、
法律上の賠償責任を負った場合）

■ （活動中に事故で負傷または熱中症などを発
症し、通院した場合）

まちづくり推進部市民協働課（市民活動支
援係）
☎ 0220（22）2173　 0220（22）9164


